
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
特
定
第
一
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
の
特
定
養
殖
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
三

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

収
用
委
員
会

○
公
示
送
達
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬
局
黒
石
店

黒
石
市
寿
町
四
七
の
三

平
成
三〇･
九･二一

サ
カ
エ
薬
局
黒
病
前

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
三
五
の
一

三〇･
九･三〇

川
上
ク
リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
一
五
〇
の
一

〃

野
の
花
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
一
五
〇
の
一

〃

有
限
会
社
愛
宕
薬
局

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
一
四
八
の
一

三〇･一〇･
五

フ
ァ
イ
ン
調
剤
薬
局
松
森
町
店

弘
前
市
大
字
松
森
町
一
一
九
の
八

三〇･一〇･
八

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
一
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

フ
ァ
イ
ン
調
剤
薬
局
松
森
町
店

弘
前
市
大
字
松
森
町
一
一
九
の
二

平
成
三〇･一〇･
九

は
ち
の
へ
江
陽
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
六
の
四
四

三〇･一一･
一

青
森
県
報
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第
四
千
五
百
四
十
三
号

平
成
三
十
年

十
二
月
二
十
一
日

（
金
曜
日
）



浅
原
歯
科
医
院

十
和
田
市
西
三
番
町
一
五
の
三
七

三〇･一一･二〇

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
八
戸
下
長
店

八
戸
市
下
長
三
丁
目
一
三
の
八

三〇･一二･
三

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
新
城
店

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
二
五
八
の
二
五

八

〃

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
加
入
区
に
係
る
特
定
第
一
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る
要

件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
)

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
赤
平
五
〇
七
の
二

西
山

里
一

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
浜
通
四
〇

伊
勢
田

賢
太
郎

白
糠
加
入
区

下
北
郡
東
通
村
大
字
小
田
野
沢
字
浜
通
七
七

二
本
栁

勝

下
北
郡
東
通
村
大
字
小
田
野
沢
字
中
道
川
目
一
七
の
三
二
南
川

聖
光

小
田
野
沢
加
入
区

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
石
持
一
六

吉
田

丈
男

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
石
持
三
七

笹
竹

重
則

石
持
加
入
区

む
つ
市
大
字
関
根
字
北
関
根
七
五
七
の
一

成
田

士
郎

む
つ
市
大
字
関
根
字
北
関
根
二
一
二
の
四

村
中

弥
志
雄

関
根
浜
加
入
区

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
易
国
間
四
二

越
膳

稔
徳

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
新
町
三
八
の
五
金
田
一

善
唯

易
国
間
加
入
区

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
蛇
浦
字
古

谷
三
二
の
四

大
野

兼
司

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
蛇
浦
字
古

谷
八
の
五

富
岡

正
昭

蛇
浦
加
入
区

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
一
七

福
田

栄
一

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
三
〇
の
七
八

木
下

誠

佐
井
村
加
入
区

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
袰
月
字
袰
村
元
二
〇

小
倉

永
治

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
奥
平
部
字
砥
石
五
三
の
八
一

横
岡

亘

竜
飛
今
別
第
三
加
入
区

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
三
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
赤
平
五
〇
七
の
二

西
山

里
一

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
赤
平
三
一
八
沢
田

吉
司

白
糠
区
域
及
び
小

田
野
沢
区
域

白
糠
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
及

び
小
田
野
沢
漁

業
協
同
組
合
の

地
区

う
ち
甲
の
地
区

総
ト
ン
数
五
ト
ン

以
上
十
ト
ン
未
満

の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ

て
、
い
か
つ
り
漁

業
と
こ
う
な
ご
棒

受
網
漁
業
を
併
せ

営
む
漁
業
で
あ
っ

て
甲
の
地
区
の
者
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白
糠
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

が
行
う
漁
業

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
向
流
下
三
六
の
一

赤
田

広
行

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
浜
通
一
三
四
東
田

義
廣

総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
二
十
ト
ン
未

満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
漁
業
で
あ
っ

て
、
主
と
し
て
い

か
つ
り
漁
業
で

あ
っ
て
甲
の
地
区

の
者
が
行
う
漁
業

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
入
口
三
伊
柳

晴
美

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字

ノ
平
八
一
の
四

渡
邉

徹
博

野
牛
区
域

野
牛
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

小
型
定
置
漁
業
及

び
ほ
た
て
け
た
網

漁
業

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
稲
崎
一
杉
本

尚

下
北
郡
東
通
村
大
字
蒲
野
沢
字
千
鳥
道
五
五
の
三

杉
本

輝
喜

石
持
区
域

石
持
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

底
建
網
漁
業
及
び

ほ
た
て
け
た
網
漁

業

つ
が
る
市
牛
潟
町
鷲
野
沢
二
九
の
六
二
四
尾
野

明
彦

つ
が
る
市
富
萢
町
屏
風
山
一
の
八
五
七秋
田

浩
一

車
力
区
域

車
力
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

底
び
き
網
を
使
用

し
て
行
う
し
じ
み

漁
業

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
)

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
蓬
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
七
の
三

工
藤

徹

東
津
軽
郡
蓬
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
一
四
一
の
四

福
井

明
彦

蓬
田
村
加
入
区

青
森
市
大
字
奥
内
字
宮
田
二
の
一

杉
田

勝

青
森
市
大
字
前
田
字
中
野
一
の
三

中
村

惣
一

青
森
市
第
一
加
入
区

青
森
市
大
字
油
川
字
浪
返
一
二
一
の
三

江
良

喜
代
市

青
森
市
大
字
油
川
字
大
浜
七
四
の
二
六
三

柿
崎

勝
人

青
森
市
第
二
加
入
区

青
森
市
原
別
八
丁
目
三
の
一
七

東

淳

青
森
市
原
別
六
丁
目
六
の
二
一

井
村

豊
人

青
森
市
第
五
加
入
区

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
戸
来
十
和
田

線

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
道
ノ
上
三
三
の
一
〇
か
ら

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
道
ノ
上
三
三
の
一
六
ま
で

平
成
三〇･一二･二一

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
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公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

五
所
川
原
市
十
三
深
津
一
一
四

亀
田

秀
幸

五
所
川
原
市
十
三
深
津
一
三
一

山
田

義
和

五
所
川
原
市
十
三
羽
黒
崎
一
三
三
の
九

山
本

常
義

十
三

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
付
け
裁
決
書
（
青
収
委
第
七
十
五
号
）

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
そ

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
七
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所

不
明
た
だ
し
、
登
記
記
録
の
権
利
者

北
村
辰
雄
又
は
そ
の
相
続
人

登
記
記
録
の
住
所

青
森
県
む
つ
市
金
曲
二
丁
目
１
４
番
１
１
号

公
示
送
達

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
付
け
裁
決
書
（
青
収
委
第
七
十
六
号
）

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
そ

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
七
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所
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不
明
た
だ
し
、
登
記
記
録
の
権
利
者

豊
田
久
子
又
は
そ
の
相
続
人

登
記
記
録
の
住
所

静
岡
県
浜
松
市
西
山
町
１
１
２
８
番
地

不
明
た
だ
し
、
登
記
記
録
の
権
利
者

豊
田
宗
重
又
は
そ
の
相
続
人

登
記
記
録
の
住
所

静
岡
県
浜
松
市
西
山
町
２
２
４
６
番
地

不
明
た
だ
し
、
登
記
記
録
の
権
利
者

彦
坂
雄
志
郎
又
は
そ
の
相
続
人

登
記
記
録
の
住
所

愛
知
県
津
島
市
瑠
璃
小
路
町
二
丁
目
１
３
１
番

地
１

不
明
た
だ
し
、
登
記
記
録
の
権
利
者

鈴
木
光
郎
又
は
そ
の
相
続
人

登
記
記
録
の
住
所

横
浜
市
緑
区
荏
田
町
４
１
６
１
番
地
２

公
示
送
達

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
付
け
裁
決
書
（
青
収
委
第
七
十
八
号
）

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
そ

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
七
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所

不
明
た
だ
し
、
登
記
名
義
人
中
澤
愼

登
記
事
項
証
明
書
記
載
の
住
所

東
京
都
大
田
区
南
六
郷
二
丁
目
２
５
番
２
０
号

公
示
送
達

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
付
け
裁
決
書
（
青
収
委
第
七
十
九
号
）

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
そ

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
七
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所

不
明
た
だ
し
、
登
記
名
義
人
赤
阪
房
子

登
記
事
項
証
明
書
記
載
の
住
所

東
京
都
世
田
谷
区
奥
沢
五
丁
目
２
番
８
号
小

島
マ
ン
シ
ョ
ン

公
示
送
達

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決
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書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
付
け
裁
決
書
（
青
収
委
第
八
十
号
）

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
そ

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
七
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所

不
明
た
だ
し
、
登
記
名
義
人
住
建
株
式
会
社

清
算
人
不
明

履
歴
事
項
全
部
証
明
書
記
載
の
代
表
者

代
表
取
締
役
小
野
芳
照

登
記
事
項
証
明
書
記
載
の
住
所

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
丁
目
２
１
番
３
号
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


